
令和 5年度 

下條保育所利用希望者説明会 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち … 令和 4年 12月 2日（金） 

時 間 … 午後７時 

場 所 … 下條保育所 ゆうぎ室 
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１．保育所とは 

 保育所とは、家族が働いている、病気であるなどの理由から家庭で保育ができない場合

に、お子さんを保育する児童福祉施設です。 

 保育所での保育を希望する場合は、父母それぞれの「保育の必要な理由」がわかる証明

書などを村へ提出する必要があります。保育所の申込み方法や利用者負担（保育料）など

は法律の定めに基づいています。 

 

 

２．入所基準について 

次の要件をすべて満たしている場合に、保育所へ入所を申込むことができます。 

受け入れ年齢は満 1 歳～満５歳を基本とし、 

①児童の住所が下條村にあること。 

②児童の保護者(父母)が別冊・参考資料「◎入所基準と保育の必要な状況を確認するため

の書類について」に記載のいずれかの理由に該当する場合。 

③３歳未満児の場合、おおむね離乳食が完了していること。 

  ※０歳児クラス(４月１日時点で０歳、入所時点で満１歳を過ぎているお子さん) 

については、入所前に所長、栄養士が食事の様子の確認をいたします。 

   

☆育児休業終了による職場復帰・保育の利用を予定している保護者の方へ 

お子さんの離乳食の状況や入所児童数等により、ご希望の時期に保育所が利用できな

い場合がございます。 

その際には、通常の入所申込手続きを行っていただいたうえで、村から入所保留通知

を発行いたします(この通知は、職場での育児休業延長手続き等で必要になる場合がござ

います。)。 

その後、入所のめどがたちましたところで、正式な入所決定を行い、入所準備・なら

し保育の実施等をいたします。 

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 
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３．保育所の利用の流れ 

 
           ① 保育の必要性の認定申請 

 

 
             ② 認定証の発行 

 

 

 

 

                            

 

 

 保育所等の利用を希望する場合は、まず村に申請を行い「保育の必要性の認定」を受け

る必要があります。 

「保育の必要性の認定」とは・・・児童の保護者が入所要件に該当するために家庭での

保育ができず、保育所等での保育が必要であると認められる家庭に対し、村が認定するも

のです。 

教育・保育認定の認定区分 

保育の利用希望の有無や子供の年齢によって 3 つの認定区分に分けられます。 

①  1 号認定(教育標準認定)・・・幼稚園等での教育を希望する 3 歳以上の     

子ども 

②  2 号認定(保育認定)・・・・・保育を必要とする 3 歳以上の子ども 

③  3 号認定(保育認定)・・・・・保育を必要とする 3 歳未満の子ども 

  ※保育認定は４月１日の年齢を基準とします。 

※未満児の場合、3 歳に到達する年度については、年度の途中で 3 号認定 

 から 2 号認定へと切り替わりますが、保育料は変わりません。 

    

 
 

 

 

3 号認定              2 号認定 

(3 歳の誕生日の前々日まで)     (3 歳の誕生日の前日から卒園まで) 

3 歳の誕生日 

未満児 年少児 翌 4/1 

 

④

入

所

決

定 

 

③

入

所

申

込 

保護者 村 

 
下條保育所を利用する場合には、「①保育の必要性の認定申請」
と「③入所申込」については同時に手続きができます。 

保育所 
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 認定期間  

 認定期間は、3 歳以上児は認定日から小学校入学前まで、3 歳未満児は認定日から

満 3 歳に達する日の前々日まで のうち、必要な期間となります。 

  

ただし、 

・３歳未満児・・・年度単位(４月１日～３月 31 日まで) 

 ・妊娠中、出産後の利用・・・出産月の前後３カ月のうち必要な期間 

 ・求職活動による利用・・・入所日から 90 日目の月の末日まで 

・育児休業取得時に既に保育所を利用している児童がおり、継続利用が 

必要と認められる場合・・・育児休業の対象となる児童が 1 歳に到達 

するまでの期間 (※この事由による受け入れは３歳以上児のみ) 

 

 といたします。 

また、このほかの事由についても、家庭の状況の変化に応じて、認定期間が変わり

ます。 

 

 

 保育時間  

１カ月の就労時間等によって「保育短時間」と「保育標準時間」の２つの区分に分けら

れます。そして、保育の認定申請の際に提出していただいた書類をもとに、どちらかの保

育時間の区分に認定されます。 

 

「保育短時間」・・・1 日最大 8 時間までの利用  

※８時間を超える場合は延長保育料がかかります。 

 

「保育標準時間」・・・１日最大 11 時間までの利用 

 

保育短時間に区分される事由 保育標準時間に区分される事由 

・就労(共働き世帯で、両親のいずれか又は

両方の１ヶ月の労働時間が 64 時間以上

120 時間以内) 

・求職活動 

・育児休業中であって保育の必要が認めら

れるとき 

・就労(共働き世帯で、両親とも１ヶ月の労

働時間が 120 時間以上) 

・妊娠中、出産後 

・災害復旧 

・虐待、ＤＶのおそれがある場合 

  

※上記以外の事由による保育所の利用の場合は、家庭の状況に応じて、どちらかの時間区

分に認定されることとなります。 

 

なお、保育標準時間に区分される事由に該当する方でも、保育短時間を希望する場合に

は、その旨を申請書に記載していただくことで、保育短時間の区分で認定を受けることが

できます。保育短時間に区分される事由に該当する方が、保育標準時間を希望することは

できません。 
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 入所期間  

  ３歳以上児・・・入所～小学校入学前の年度末まで 

          一度入所すると、毎年度の入所申込みは不要です。 

          ※年に一度、ご家庭のご様子をお伺いする「現況届」の提出をお願いしま

す。 

 

  ３歳未満児・・・入所～その年度の年度末まで 

          年度単位の入所となるため、毎年度入所申込みが必要です。 

 

 

４．提出書類について 

  

 ①支給認定申請書兼施設利用申込書兼児童台帳…（入所児童１人につき１枚） 

  ・申請書の「①世帯の状況」について 

世帯分離している場合も、同居(同一敷地内居住も含む)している家族全員 

分を記載してください。 

   単身赴任等で同居していない家族がいる場合も氏名を記載し、右側備考欄 

に別居の旨と理由(「別居(単身赴任中)」など)を記載してください。 

・申請書の「②利用を希望する期間」について、 

（3 歳未満児） 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日までのうちの希望する期間

を記入してください。 

（3 歳以上児） 令和 5 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日(小学校就学始期)に達する

までのうち、利用を希望する期間を記入してください。 

  ・申請書裏面のお子さんの健康・発育状況について記入してください。 

   

②必要書類（添付書類） 

申請理由によって必要な書類が異なりますので、記入例と併せて、別冊・「◎入所基準

と保育の必要な状況を確認するための書類について」をご確認ください。 

 

 ③口座振替依頼書(新規入所の未満児のみ) 

  今までに保育所を利用したことがない、または保育料の口座振替を利用したことがな

いご家庭につきましては、ご提出ください。 

  ３歳以上児は保育料が発生しませんので提出は不要です。 
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５．今後の日程 

 ◎申請書の提出について 

  ・受付期間  令和 5 年１月 6 日（金）まで 

  ・受付場所  下條保育所（平日の午前８時～午後５時１５分） 

 ※来年度、年少・未満児で保育所を利用希望の方は提出をお願いします。 

  ※年度の途中から入所を希望される方については、入所希望月の 3 か月前から申込書

の受付をいたします(例：令和 5 年 8 月～希望→令和 5 年 5 月から受付)。 

ただし、3 歳未満児については、例年入所希望者が多い状況です。希望者数の把握の

ため、保育の利用が見込まれた時点で、あらかじめご相談をいただきますようお願い

いたします。 

   

 ◎認定証の送付について 

  保育の必要性の認定申請をされた方に対しては、原則 30 日以内に支給認定を行い、

認定証を送付します。ただし、申請が集中する時期においては、審査に時間を要するた

め、この限りではありません。 

  来年度４月入所の申込みの方の認定証は、２月上旬頃に送付予定ですのでご承知おき

ください。 

   

 ◎新入園児(年少)の一日入園（入所説明会） 

  入所決定通知の送付時(２月上旬頃)に再度お知らせいたします。   

  

期 日   令和 5 年 2 月 10 日（金） 

   場 所   下條保育所 ゆうぎ室 

   時 間   午前９時３０分～１１時頃まで 

   内 容   ・入所に必要な用品注文 

         ・保育所の説明等 

  持ち物   大人・・・筆記用具、スリッパ 

         子ども・・・上履き 

 

 ◎3 歳未満児の面談・ならし保育 

   面談・ならし保育の実施隊長となるご家庭へは、入所決定通知の送付時(２月上旬頃)

に実施日程をお知らせいたします。 

   そちらをご覧いただき、個別に保育所へ予約をしていただきますようお願いいます。 
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６．その他 

・妊娠・出産、求職活動理由での未満児保育希望者の場合は、定員を踏まえ、個々に入

所調整をさせて頂きます。 

・年度途中入所の場合、仕事復帰日等、予定が決まっている方から随時受付を行います。

利用希望のある方は早めの申込みをお願いします。特に、３歳未満児については定員

に達し受け入れができない場合もありますので、お早めに保育園へご連絡ください。 

・状況によっては入所時期を遅らせていただいたり、村外の保育所への入所をご検討い

ただいたりすることがあります。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

7．利用者負担（保育料）について  

◎３歳以上児（年少以上）の保育料について 

令和元年 10 月より、法改正により全国一律で３歳以上児の幼児教育・保育の無償化

を実施しています（副食費も無料）。 

ただし、利用時間に応じ延長保育料は発生しますのでご承知おきください。 

 

◎３歳未満児の保育料について 

・利用者負担額は父母の市町村民税所得割額、保育時間に応じて算定されます。ただ

し、両親以外の同居家族が入所児童またはその父母・兄弟姉妹を税法上の扶養とし

ている時は、「両親の税額＋その家族の税額」によって決定されます。 

・毎年４月と 9 月に利用者負担（保育料）の算定を行います。 

4 月～8 月は令和 3 年度の税額、9 月～3 月は令和 4 年度の税額で利用者負担の算

定を行います。4 月・９月の算定時に、利用者負担額決定通知書を発行し、その金額

に基づいて、利用者負担額を納めていただきます。 

 

◎利用者負担の納入について 

 ・口座振替により納めていただきます。来年度新たに保育所を利用になる保護者の方は、

申込書に併せて「口座振替依頼書」を提出してください。 

・口座振替日は毎月 25 日になります（２５日が土日祝日の場合は翌営業日）。 

 ・２５日に引落しができなかった場合は、翌月５日(5 日が土日祝の場合は翌営業日)に

再振替をさせていただきます。預金不足とならないよう、残高の確認をお願いします。 

 口座振替の可能な金融機関 

  八十二銀行  飯田信用金庫  JA みなみ信州  ゆうちょ銀行 



7 
 

〇下條保育所の開所時間について 

開所時間 平日…午前 7 時 20 分～午後 7 時 

     土曜日（第１・３・５）…午前７時２０分～午後６時 

     土曜日（第２・４）…午前７時２０分～午後１時３０分 

※開所時間は、通常の保育時間と延長保育に分けられます。延長保育の利用に 

は利用料が発生します。 

 

◎下條保育所の保育時間 

保育認定 曜日 時間 

保育短時間 

平日 午前 8時 00分～午後 4時 00 分 

土曜日 

第１,3,5 

午前 8時 00分～午後０時３0分 

第 2,4 

午前 8時 00分～午後０時 30 分 

保育標準時間 

平日 午前 8時 00分～午後７時 00 分 

土曜日 

第１,3,5 

午前 8時 00分～午後６時０0分 

第 2,4 

午前 8時 00分～午後１時 30 分 

 

◎延長保育について 

保育認定 曜日 時間 

保育短時間 

平日 
午前 7時 20分～ 

  午前 8時 00分 

午後 4 時 00分～ 

   午後 7 時 00 分 

土曜日 

第 1,3,5 土曜日 

午前 7時 20分～ 

午前 8時 00分 

午後０時 30分～ 

午後 6時 00分 

第 2,4 土曜日 

午前 7時 20分～ 

午前 8時 00分 

午後０時 30分～ 

午後 1時 30分 

保育標準時間 平日 午前 7時 20分～午前 8時 00 分 

 土曜日 午前 7時 20分～午前 8時 00 分 

◎土曜保育・延長保育については、事前の申し込みが必要になります。 

 （両親の就労等で家庭保育ができない状況での保育利用になります。） 

◎交代制勤務（早出遅出含む）・土曜出勤・休日が不定休の方で、延長保育・土曜保育を希

望される場合は、確認のため、勤務時間が分かる勤務表の提出をお願いします。 
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【参考】平日の保育時間、延長保育 

 

保育短時間認定の場合 

延長保育 
(別料金) 

通常の保育時間  延長保育 
(別料金) 

7:20   8:00                 16:00       19:00 

 

保育標準時間認定の場合 

延長保育 
(別料金) 

通常の保育時間 

7:20   8:00                 16:00       19:00 

 

※標準時間認定の方は、最大 19 時まで保育を利用することができますが、16 時を過ぎての利用は、家庭

保育ができない状況に合わせて保育をさせていただきます。お子さんの為にも、家族でできる範囲の家庭保

育の協力をしていただきたいと思います。 

※延長保育料（100円/30 分） 

 

 

〇子育て支援について  

・子育てに関する相談を受けることができます。 

 いつでも結構です。お気軽にご相談ください。 

・未就園児 

   就園前の子供さんに月１回（７月～３月）園を開放して子どもさん、お 

母さん方の交流の場としています。 

・一時預かり 

保護者の都合や疾病等により、緊急に保育が必要なとき、保育所に入所していない

お子さんを一時的に保育所でお預かりします。（要相談） 

・統合保育       

障がいをもっているお子さんも他の子ども達と一緒に生活することにより、共に育

ち合いが出来る様に保育を行います。 
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メモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

     保育所への入所申込み手続きについて 

    利用者負担（保育料）について     

下條村教育委員会 保育所係 電話 0260-27-1050 

 

    保育に関すること 

       下條保育所 電話 0260-27-2057 
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